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プレジャーボート事故事例とその教訓

　プレジャーボート衝突！２名死亡
【事故の概要】
　９月１９日午前７時過ぎ、警察から海上保
安部にプレジャーボートが衝突・転覆してい
るとの通報があり、到着した巡視船艇が漂流
中のプレジャーボートの乗員を救助し、病院
に搬送しましたが死亡が確認されています。
調査の結果、転覆したプレジャーボートはＣ
丸（長さ約４ｍ）で、当時、２名が乗船し遊
漁中であったもので、衝突後行方不明になっ
ていた１名は４日後、衝突場所付近において
遺体で発見されました。
　衝突相手船は、事故の目撃者の証言等か
ら、付近海域を航行した作業台船Ｄ丸である
ことが判明しましたが、Ｄ丸乗員はＣ丸の存
在や衝突に気付かずそのまま航行を続けてい
たものです。Ｃ丸乗員２名は、遺体で発見さ
れた時、ライフジャケットは着用していませ

んでした。

          衝突海難が増加！！
  ４月に急増した海難は、２０隻前後の高い水
準で推移していましたが、９月に入りやや減
少し、昨年と同水準となっています。
　しかしながら、９月に５隻の衝突海難が発
生しています。遊漁中や航行中での他船との
衝突が３隻、荒天下、ヨットが消波ブロック
に衝突などです。
　錨を入れて釣りをしているときでも見張り
を厳重にして、他船の動向を確認してくださ
い。相手船が避けてくれると臆断し、避航時
期を失するケースが多く見受けられます。早
期に危険を回避できるようにしてください。
　また、気象海象の情報を確認し、無理のな
い航行をしましょう！

　　　プレジャーボートと漁船が衝突
 ９月１１日午前９時頃、遊漁中のプレジャーボートA丸（約２
トン、６名乗船）と自動操舵で航行中の漁船B丸（１９トン、２
名乗船）が衝突し、A丸は船体の略中央部で断裂状態となりまし
たが、乗船者は衝突直前に海に飛び込み、B丸に救助されまし
た。(写真は水没状態のA丸）

　【教訓】
○見張りの励行
　海上衝突予防法には、船舶が衝突を防止するため、
「船舶は、周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれ
について十分に判断することができるよう視覚、聴覚
及びそのときの状況に適した他のすべての手段によ
り、常時適切な見張りをしなければならない。」旨、
規定しており、この度の事故は、双方の見張り不十分
（Ｃ丸については推定）が原因と考えられます。
　錨泊や機関停止状態で漂泊中に、他船が接近してき
た場合、「相手が避けてくれるだろう」と安易に考え
ることは危険です。今回の事故のように、相手船が自
船に気が付いていない場合もあります。周囲の見張り
は常に怠らず、おかしな動きで自船に接近する船がい
たら、機関を準備するなどして、早めに避航しましょ
う。
　また、港の出入口等、船舶の航路筋付近での遊漁は
危険ですので避けましょう。

○ライフジャケットの常時着用
　Ｄ丸は、速力約３ノットでＣ丸に衝突しており、死
亡したＣ丸乗員は溺死でした。海上は穏やかで、付近
に他のプレジャーボートも遊漁中でした。
　Ｃ丸乗員がライフジャケットを着用していたら助
かった可能性は非常に高いもの推測されます。
　予期せぬ事故に備えて、ライフジャケットは常に着
用しておきましょう。
　船長は、乗船者の命を守る責務があります。自らが
着用し、乗船者にも必ず着用を指示しましょう。あと
で悔やんでも、命はもどってきません・・・。

プレジャーボート等海難発生隻数の推移
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　【ライフジャケット着・非着用別生存率】
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※過去５年のプレジャーボートからの海中転落者全国統計



 　 昨年の釣り愛好者（船釣りを除く。）の事故者数は、全国で２４３人（死亡・行方不明者１０９人）、
当管区では３１人（死亡・行方不明者１３人）でした。
 　釣り愛好者の事故は、１０月から１２月に多発する傾向があり、昨年、当管区では１０月から１２月の
間に、１６人が事故に遭遇し、６人が死亡しました。年間事故者のほぼ半数をこの時期が占めています。
 　これらの事故の死亡・行方不明者は、そのほとんどが海中転落によるもので、その原因は足を滑らせて
の転倒や波に引き込まれるケースが多く、また、ライフジャケットを着用していれば助かったのではと推測
される事案も多数見受けられます。「自分の命は自分で守る。」を基本に、次の事故防止対策を励行しま
しょう。
　
☆自分の命を守る３つのポイント（自己救命策の確保）を励行しましょう
    ①ライフジャケットの常時着用　②携帯電話等適切な連絡手段の確保　③１１８番の有効活用
      ※ライフジャケットの有効性は歴然です。（過去5年における釣り愛好者の事故の全国統計）
          着用者の生存率８２％　非着用者の生存率５１％
☆単独行動は自粛しましょう
      事故者の生存率は、複数で行動していたほうがはるかに高くなっています。
☆気象・海象情報を積極的に入手しましょう
　　沿岸部の主要な灯台におけるリアルタイムでの気象情報を各保安部ホームページから入手できます。
☆釣り場や帰宅時間を家族などに伝えておきましょう
     万一の事故の際、早急かつ有効な捜索・救助活動が行えることにより救助率が高まります。
☆釣り場の地形や状況に注意しましょう
     防波堤等（岸壁、消波ブロック等を含む。）も決して安全ではありません。防波堤等での事故者が磯場
の事故者を上回っています。そのほとんどが海中転落です。足元には十分注意しましょう。

　

海の相談室だより（七管本部海洋情報部）

釣りの事故は１０月～１２月に多発！
第七管区海上保安本部からのお知らせ

月別事故者の状況（過去１０年）
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沿岸別事故者の状況（過去１０年）
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事故の種類別死亡・行方不明者の状況
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    　　　　　　岩場・瀬の釣りは潮の干満に気をつけましょう
　 潮汐は通常１日２回、海面が昇降しますが、場所･季節によっては１日１回のこともありますので注意が
必要です。この1日２回の海面昇降の中で、１回目、２回目の満潮（高潮）の高さ、または１回目、２回目
の干潮（低潮）の高さは必ずしも同じ高さではありません。
　そのため、最初の干潮で、徒歩で岩場や瀬に渡ることができても、その次の干潮で最初の潮より下がらな
い、あるいは、その日はもう潮が引かないということが起き、陸に戻れなくなってしまう場合があります。
　今月１０日、釣り人３人が干潮時に徒歩で岩場に渡り釣りをして、次の干潮時に島に戻ろうと思っていた
が通ってきた浅瀬が現れず岩場に孤立状態となり海保・消防等が出動しゴムボートで救助した事例がありま
した。
　海は毎日同じように満ち引きするものではありません。岩場や瀬に渡って釣りを楽しむ場合、安全に陸に
戻ることができるよう、潮汐情報を確かめたうえで出かけましょう。もちろんライフジャケットも着用し
て・・・。
　当管区が提供しています潮汐情報は、「海の相談室」（電話093-331-0033)で入手できるほか、以下
のアドレスでご覧になれます。
　　　http://www.kaiho.mlit.go.jp/07kanku/ (航海情報：リアルタイム潮汐情報）
　　　　http://www.kaiho.mlit.go.jp/ＫAＮ7/top.htm (リアルタイム潮汐情報）


